
日程第２ 議案第１号

鎌倉町公民館の廃止について

鎌倉町公民館を平成３０年３月３１日をもって廃止する。

平成３０年４月１日より、鎌倉町公民館の対象地区を本町公民

館の対象地区に組み入れる。

廃止理由

１ 平成３０年３月３１日で任期の切れる館長・主事職の後任

が見つからないこと

２ 公民館対象区域住民の減少と高齢化が進み、公民館事業の

継続が困難と判断されること



日程第２ 議案第２号

熊谷市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令

熊谷市立小・中学校職員服務規程（平成１７年教育委員会訓令第４

号）の一部を次のように改正する。

第１０条第１項を次のように改める。

職員は、次の各号に掲げる休暇を受けようとするときは、当該各

号に定める書類をもって校長（校長が休暇を受ける場合にあっては、

教育長）に届け出、又は願い出なければならない。

⑴ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年埼玉県条

例第２８号。以下「条例」という。）第１３条に規定する年次休暇

休暇届簿（様式第４号）

⑵ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年埼玉県教

育委員会規則第９号。以下「勤務時間等規則」という。）第１２条

第１項第１号に掲げる場合による休暇（同号本文に規定する期間

に係るものに限る。） 休暇届（様式第５号）

⑶ 勤務時間等規則第１２条第１項第６号に掲げる場合による休暇

子育て休暇願簿（様式第６号）

⑷ 勤務時間等規則第１２条第１項第７号に掲げる場合による休暇

家族看護休暇願簿（様式第６号の２）

⑸ 勤務時間等規則第１２条第１項第８号に掲げる場合による休暇

短期介護休暇願簿（様式第６号の３）

第１０条第２項中「産前産後の休暇」を「前項第２号から第５号ま

でに掲げる休暇」に改める。

様式第４号中「教 育 長 様」を「 様」に改める。

様式第６号を次のように改める。



（新様式第６号）





様式第６号の次に次の２様式を加える。



（様式第６号の２）





（様式第６号の３）





様式第１４号を次のように改める。



（新様式第１４号）



附 則

この訓令は、公布の日から施行する。



熊谷市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令案新旧

対照表

熊谷市立小・中学校職員服務規程（平成１７年教育委員会訓令

第４号）

（下線部分は改正部分）

改 正 案 現 行

第 １条～第９ 条 (略 )

（ 休 暇 ）

第１条～第９ 条 (略 )

（ 休 暇 ）

第１０条 職員は、次の各号に掲げる休暇を受

けようとするときは、当該各号に定める書

類をもって校長（校長が休暇を受ける場合

にあっては、教育長）に届け出、又は願い

出なければならない。

⑴ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成７年埼玉県条例第２８号。以下「条

例」という。）第１３条に規定する年次休

暇 休暇届簿（様式第４号）

⑵ 学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則

（平成７年埼玉県教育委員会規則第９号。

以下「勤務時間等規則」という。）第１２

条第１項第１号に掲げる場合による休暇

（同号本文に規定する期間に係るものに限

る。） 休暇届（様式第５号）

⑶ 勤務時間等規則第１２条第１項第６号に

掲げる場合による休暇 子育て休暇願簿

（様式第６号）

⑷ 勤務時間等規則第１２条第１項第７号に

掲げる場合による休暇 家族看護休暇願簿

（様式第６号の２）

⑸ 勤務時間等規則第１２条第１項第８号に

掲げる場合による休暇 短期介護休暇願簿

（様式第６号の３）

第１０条 職員が、学校職員の勤務時間、休暇

等に関する条例（平成７年埼玉県条例第２

８号。以下「条例」という。）第１３条に

規定する年次休暇又は学校職員の勤務時

間、休暇等に関する規則（平成７年埼玉県

教育委員会規則第９号。以下「勤務時間等

規則」という。）第１２条第１項第１号本

文に規定する休暇（以下「産前産後の休暇」

という。）を受けようとするときは、校長

にあっては、年次休暇については様式第４

号による休暇届簿、産前産後の休暇につい

ては様式第５号による休暇届をもって教育

長に、その他の職員にあっては、年次休暇

については様式第６号による休暇届簿、産

前産後の休暇については様式第５号による

休暇届をもって校長に、それぞれ届け出な

ければならない。

２ 職員が条例第１５条に規定する特別休暇

（前項第２号から第５号までに掲げる休暇

を除く。）を受けようとするときは、様式

第７号による休暇願をもって、校長にあっ

ては教育長に、その他の職員にあっては校

長に、それぞれ願い出なければならない。

ただし、勤務校内において全血献血をする

ため勤務時間等規則第１２条第１項第２１

号に規定する休暇を受けようとするとき

は、口頭により願い出ることができる。

２ 職員が条例第１５条に規定する特別休暇

（産前産後の休暇を除く。）を受けようと

するときは、様式第７号による休暇願をも

って、校長にあっては教育長に、その他の

職員にあっては校長に、それぞれ願い出な

ければならない。ただし、勤務校内におい

て全血献血をするため勤務時間等規則第１

２条第１項第２１号に規定する休暇を受け

ようとするときは、口頭により願い出るこ

とができる。

３～１０ (略) ３～１０ (略)

第１１条～第３０条 (略)

様式第１号～様式第３号 (略)

第１１条～第３０条 (略)

様式第１号～様式第３号 (略)



改 正 案 現 行

様 式第４号（ 第 10条 関 係 ） 様式第４号（ 第 10条 関 係 ）

様 式第５号 (略) 様 式 第 ５号 (略)



改 正 案 現 行

様 式第６号（ 第 10条 関 係 ） （新設）



改 正 案 現 行

様 式第６号の ２（第 10条 関 係 ） （新設）



改 正 案 現 行

様 式第６号の ３（第 10条 関 係 ） （新設）

様式第７号～様式第１３号 (略) 様式第７号～様式第１３号 (略)



改 正 案 現 行

様 式第 14号 （ 第 18条 関 係 ） 様式第 14号 （ 第 18条 関 係 ）

様式第１４号の２～様式第２６号 (略) 様式第１４号の２～様式第２６号 (略)



日程第２ 議案第３号

熊谷市立文化センター条例施行規則の一部を改正する規則

熊谷市立文化センター条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第

３８号）の一部を次のように改正する。

第３条中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とし、

第６項を第５項とする。

第４条第２項中「、館長」を「及び館長」に改め、「、次長がこれを

代理し、次長に事故があるときは」を削り、「前項」を「前条」に改め

る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。



熊谷市立文化センター条例施行規則の一部を改正する規則案新旧対照表

熊谷市立文化センター条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第３８

号）

（下線部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（職務）

第３条 所長は、上司の命を受け、文化セ

ンターの事務及び業務を掌理し、所属職

員を指揮監督する。

２ 館長は、上司の命を受け、館の事務及

び業務を掌理し、所属職員を指揮監督す

る。

３ 副館長は、上司の命を受け、館の特に

指定された事項を掌理するとともに、当

該指定事項について館長を助け、これら

の事務を処理するため、職員を指揮監督

する。

４ 係長は、上司の命を受け、係の事務又

は業務を担当する。

５ その他の職員は、上司の命を受け、事

務又は業務に従事する。

（所長の職務代理）

第４条 所長に事故があるときは、前条に

規定する順序に従い館長がこれを代理

する。

２ 所長及び館長ともに事故があるとき

は、前条に規定する順序に従い副館長が

これを代理する。

（職務）

第３条 所長は、上司の命を受け、文化セ

ンターの事務及び業務を掌理し、所属職

員を指揮監督する。

２ 館長は、上司の命を受け、館の事務及

び業務を掌理し、所属職員を指揮監督す

る。

３ 次長は、上司の命を受け、館長を補佐

するとともに、館の事務及び業務を担当

する。

４ 副館長は、上司の命を受け、館の特に

指定された事項を掌理するとともに、当

該指定事項について館長を助け、これら

の事務を処理するため、職員を指揮監督

する。

５ 係長は、上司の命を受け、係の事務又

は業務を担当する。

６ その他の職員は、上司の命を受け、事

務又は業務に従事する。

（所長の職務代理）

第４条 所長に事故があるときは、前条に

規定する順序に従い館長がこれを代理

する。

２ 所長、館長ともに事故があるときは、

次長がこれを代理し、次長に事故がある

ときは、前項に規定する順序に従い副館

長がこれを代理する。



日程第２ 議案第４号

熊谷市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則

熊谷市立図書館条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第４３号）

の一部を次のように改正する。

第３条第１項第１号中「、大里図書館、妻沼図書館及び江南図書館」

及び「（国民の休日並びに日曜日及び土曜日に当たるときは、午後５

時）」を削り、同項に次の１号を加える。

⑶ 大里図書館、妻沼図書館及び江南図書館 午前９時から午後７

時（利用日が国民の休日並びに日曜日及び土曜日に当たるときは、

午後５時）まで

第２１条中「、次長がこれを代理し、次長に事故があるときは」を

削り、「ともに」を「館長及び副館長ともに」に、「上席係長」を「当

該所属の上席の係長」に改める。

附 則

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第２１条

の改正規定は、公布の日から施行する。



熊谷市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則案新旧対照表

熊谷市立図書館条例施行規則（平成１７年教育委員会規則第４３号）

（下線部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（利用時間）

第３条 図書館の利用時間は、次のとおり

とする。

(１) 熊谷図書館 午前９時から午後７

時まで

(２) （略）

(３) 大里図書館、妻沼図書館及び江南

図書館 午前９時から午後７時（利用

日が国民の休日並びに日曜日及び土

曜日に当たるときは、午後５時）まで

２ （略）

（職務代理）

第２１条 館長に事故があるときは、副館

長がこれを代理し、館長及び副館長とも

に事故があるときは、当該所属の上席の

係長がこれを代理する。

（利用時間）

第３条 図書館の利用時間は、次のとおり

とする。

(１) 熊谷図書館、大里図書館、妻沼図

書館及び江南図書館 午前９時から

午後７時（国民の休日並びに日曜日及

び土曜日に当たるときは、午後５時）

まで

(２) （略）

２ （略）

（職務代理）

第２１条 館長に事故があるときは、次

長がこれを代理し、次長に事故がある

ときは、副館長がこれを代理し、とも

に事故があるときは、上席係長がこれ

を代理する。


